
 

平成２９年３月６日 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洞爺湖町議会平成２９年３月会議 

議 案 
 

 

 

 

 

 



附 議 議 案 

 

議 案 番 号        件            名 

 

議案第４６号  洞爺湖町農業基盤整備促進事業及び農地耕作条件改善事業分担金の徴収

に関する条例の制定について 

議案第４７号  児童福祉法の改正に伴う関係条例の整理について 

議案第４８号  洞爺湖町税条例等の一部改正について 

議案第４９号  洞爺湖町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に

関する条例の一部改正について 

議案第５０号  洞爺湖町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法の基準に関する条例の一部改正について 

議案第５１号  西胆振消防組合の共同処理する事務の変更及び西胆振消防組合規約の変

更について 

議案第５２号  平成２８年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第８号） 

議案第５３号  平成２８年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

議案第５４号  平成２８年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

議案第５５号  平成２８年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

議案第５６号  平成２８年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号） 

議案第５７号  平成２８年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

議案第５８号  平成２８年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算（第１号） 

議案第５９号  平成２９年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算 

議案第６０号  平成２９年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計予算 

 



 

議案第６１号  平成２９年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計予算 

議案第６２号  平成２９年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計予算 

議案第６３号  平成２９年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計予算 

議案第６４号  平成２９年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第６５号  平成２９年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計予算 



議案第４６号 

 

   洞爺湖町農業基盤整備促進事業及び農地耕作条件改善事業分担金の徴収に 

関する条例の制定について 

 

 洞爺湖町農業基盤整備促進事業及び農地耕作条件改善事業分担金の徴収に関する

条例を次のように定める。 

 

平成２９年３月６日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   

 

洞爺湖町農業基盤整備促進事業及び農地耕作条件改善事業分担金の徴収に

関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、洞爺湖町が行う農業基盤整備促進事業及び農地耕作条件改善

事業（以下「事業」という。）に要する経費について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２２４条の規定に基づく分担金を徴収することに関し、必要な

事項を定めるものとする。 

（分担金の額） 

第２条 分担金の額は、当該事業に要する費用の額から規則に定める補助金相当額

を控除した額とする。 

（納付義務者） 

第３条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者（以下「受益者」という。）か

ら徴収する。 

（徴収の方法等） 

第４条 分担金の納付期日については、当該事業完了の日から３０日以内とする。 

２ 分担金は、町長が発する納入通知書により納付しなければならない。 

（納付期日の変更及び減免等） 

第５条 天災等により、分担金の納付が困難になった受益者について町長がやむを

得ない事情があると認めたときは、その申出により納付期日を変更し、又は分担

金を減額若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

-1-



議案第４７号 

 

   児童福祉法の改正に伴う関係条例の整理について 

 

 児童福祉法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように定める。 

 

平成２９年３月６日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   

 

   児童福祉法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

 （洞爺湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第１条 洞爺湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１８年洞爺湖町条例第

２５号）の一部を次のように改正する。 

 

第８条の２第１項及び第４項中「第６条の４第１項」を「第６条の４第２号」

に、「里親」を「養子縁組里親」に改め、「のうち、当該職員が養子縁組によって

養親となることを希望している者」を削る。 

 

 （洞爺湖町職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第２条 洞爺湖町職員の育児休業等に関する条例（平成１８年洞爺湖町条例第２６

号）の一部を次のように改正する。 

 

  第２条の２中「第６条の４第２項」を「第６条の４第１号」に、「第６条の４第

１項」を「第６条の４第２号」に、「里親であって養子縁組によって養親となる

ことを希望している者」を「養子縁組里親」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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議案第４８号 

 

   洞爺湖町税条例等の一部改正について 

 

 洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

平成２９年３月６日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   

 

洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例 

 

（洞爺湖町税条例の一部改正） 

第１条 洞爺湖町税条例（平成１８年洞爺湖町条例第４２号）の一部を次のように

改正する。 

  附則第７条の３の２第１項中「平成４１年度」を「平成４３年度」に、「平成

３１年」を「平成３３年」に改める。 

 

（洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例（平成２８年洞爺湖町条例第１８

号）の一部を次のように改正する。 

  附則第１条第２号中「平成２９年４月１日」を「平成３１年１０月１日」に改

める。 

 

（洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例（平成２８年洞爺湖町条例第３２

号）の一部を次のように改正する。 

  第１条のうち、洞爺湖町税条例第１８条の３の改正規定を削り、同条例第１９

条の改正規定中「「）、第５３条の７、第６７条」の次に「、第８１条の６第１

項」を加え、」を削り、同条第２号及び第３号の改正規定中「、「第９８条第１
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項」を「第８１条の６第１項の申告書、第９８条第１項」に改め」を削り、同条

例第３４条の４及び第８０条の改正規定、同条例第８０条の２を削る改正規定、

同条例第８１条の改正規定、同条の次に７条を加える改正規定、同条例第８２条、

第８３条、第８５条及び第８７条から第９１条までの改正規定並びに同条例附則

第１５条の次に５条を加える改正規定を削り、同条例附則第１６条の改正規定を

次のように改める。 

  附則第１６条第１項中「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表第

８２条第２号アの項中「第８２条第２号ア」を「第２号ア」に改め、同条第２項

中「規定する」を「掲げる」に、「平成２７年４月１日から平成２８年３月３１

日まで」を「平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで」に、「におい

て、平成２８年度分」を「には、平成２９年度分」に改め、「左欄に掲げる」の

次に「同条の」を加え、同項の表第８２条第２号アの項中「第８２条第２号ア」

を「第２号ア」に改め、同条第３項中「規定する」を「掲げる」に、「平成２７

年４月１日から平成２８年３月３１日まで」を「平成２８年４月１日から平成２

９年３月３１日まで」に、「において、平成２８年度分」を「には、平成２９年

度分」に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表第８２条第

２号アの項中「第８２条第２号ア」を「第２号ア」に改め、同条第４項中「規定

する」を「掲げる」に、「平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで」

を「平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで」に、「において、平成

２８年度分」を「には、平成２９年度分」に改め、「左欄に掲げる」の次に「同

条の」を加え、同項の表第８２条第２号アの項中「第８２条第２号ア」を「第２

号ア」に改める。 

  第１条の次に次の１条を加える。 

第１条の２ 洞爺湖町税条例の一部を次のように改正する。 

第１８条の３中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

第１９条中「）、第５３条の７、第６７条」の次に「、第８１条の６第１項」

を加え、同条第２号及び第３号中「第９８条第１項」を「第８１条の６第１項
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の申告書、第９８条第１項」に改める。 

第３４条の４中「１００分の１２．１」を「１００分の８．４」に改める。 

第８０条第１項及び第２項を次のように改める。 

軽自動車税は、３輪以上の軽自動車に対し、当該３輪以上の軽自動車の取

得者に環境性能割によって、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に

種別割によって課する。 

２ 前項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者には、法第４４３条第２項に

規定する者を含まないものとする。 

第８０条第３項中「第４４３条第１項」を「第４４５条第１項」に、「によ

って軽自動車税」を「により種別割」に、「においては」を「には、第１項の

規定にかかわらず」に改め、同項ただし書き中「もの」を「軽自動車等」に改

める。 

第８０条の２を削る。 

第８１条を次のように改める。 

     （軽自動車税のみなす課税） 

第８１条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留

保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第１項

に規定する３輪以上の軽自動車の取得者（以下この節において「３輪以上の

軽自動車の取得者」という。）又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動

車税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変

更があったときは、新たに買主となる者を３輪以上の軽自動車の取得者又は

軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

３ 法第４４４条第３項に規定する販売業者等（以下この項において「販売業

者等」という。）が、その製造により取得した３輪以上の軽自動車又はその

販売のためその他運行（道路運送車両法第２条第５項に規定する運行をいう。

次項において同じ。）以外の目的に供するため取得した３輪以上の軽自動車
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について、当該販売業者等が、法第４４４条第３項に規定する車両番号の指

定を受けた場合（当該車両番号の指定前に第１項の規定の適用を受ける売買

契約の締結が行われた場合を除く。）には、当該販売業者等を３輪以上の軽

自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。 

４ 法の施行地外で３輪以上の軽自動車を取得した者が、当該３輪以上の軽自

動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該３輪以上

の軽自動車を運行の用に供する者を３輪以上の軽自動車の取得者とみなして、

環境性能割を課する。 

第８１条の次に次の７条を加える。 

     （日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲） 

第８１条の２ 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事

業の用に供するもので、救急用のものに対しては、軽自動車税を課さない。 

     （環境性能割の課税標準） 

第８１条の３ 環境性能割の課税標準は、３輪以上の軽自動車の取得のために

通常要する価額として施行規則第１５条の１０に定めるところにより算定し

た金額とする。 

     （環境性能割の税率） 

第８１条の４ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自動車に対して課する環境性能

割の税率は、当該各号に定める率とする。 

⑴ 法第４５１条第１項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規

定の適用を受けるもの １００分の１ 

⑵ 法第４５１条第２項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規

定の適用を受けるもの １００分の２ 

⑶ 法第４５１条第３項の規定の適用を受けるもの １００分の３ 

     （環境性能割の徴収の方法） 

第８１条の５ 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければ

ならない。 
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     （環境性能割の申告納付） 

第８１条の６ 環境性能割の納税義務者は、法第４５４条第１項各号に掲げる

３輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行

規則第３３号の４様式による申告書を町長に提出するとともに、その申告に

係る環境性能割額を納付しなければならない。 

２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を除く。）は、法

第４５４条第１項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日まで

に、施行規則第３３号の４様式による報告書を町長に提出しなければならな

い。 

     （環境性能割に係る不申告等に関する過料） 

第８１条の７ 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告

すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合には、

その者に対し、１０万円以下の過料を科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、町長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期

限は、その発付の日から１０日以内とする。 

     （環境性能割の減免） 

第８１条の８ 町長は、公益のため直接専用する３輪以上の軽自動車又は第９

０条第１項各号に掲げる軽自動車等（３輪以上のものに限る。）のうち必要

と認めるものに対しては、環境性能割を減免する。 

２ 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項

については、規則で定める。 

第８２条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条中「軽自動車

税の税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し」を「次の各号に掲げる軽自

動車等に対して課する種別割の税率は」に改め、同条第２号を次のように改め

る。 

   ⑵ 軽自動車及び小型特殊自動車 
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    ア 軽自動車 

（ア） ２輪のもの（側車付のもの及び２輪のボートトレーラー・フルト

レーラーを含む。） 年額 ３，６００円  

     （イ） ３輪のもの 年額 ３，９００円 

     （ウ） ４輪以上のもの 

ⅰ 乗用のもの 

          営業用 年額 ６，９００円 

          自家用 年額 １０，８００円  

ⅱ 貨物用のもの 

         営業用 年額 ３，８００円  

         自家用 年額 ５，０００円 

    （エ） 専ら雪上を走行するもの 年額 ３，０００円 

イ 小型特殊自動車 

（ア）農耕作業用のもの 年額 ２，４００円 

    （イ）その他のもの 年額 ５，９００円 

第８３条（見出しを含む。）及び第８５条（見出しを含む。）中「軽自動車

税」を「種別割」に改める。 

第８７条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中「軽

自動車税」を「種別割」に、「第３３号の４様式」を「第３３号の４の２様式」

に改め、同条第２項及び第３項中「第３３号の４様式」を「第３３号の４の２

様式」に改め、同条第４項中「第８０条第２項」を「第８１条第１項」に改め

る。 

第８８条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中「第

８０条第２項」を「第８１条第１項」に改める。 

第８９条（見出しを含む。）中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

第９０条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中「掲

げる軽自動車等」の次に「のうち必要と認めるもの」を加え、「軽自動車税」
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を「種別割」に改め、「ことができる」を削り、同項第１号中「のうち、町長

が必要と認めるもの」を削り、同条第２項中「軽自動車税」を「種別割」に改

め、同条第３項中「軽自動車税」を「種別割」に、「第８９条第２項各号」を

「前条第２項各号」に改め、同条第４項中「軽自動車税」を「種別割」に改め

る。 

第９１条第２項中「第４４３条」を「第４４５条」に、「第８０条の２」を

「第８１条の２」に、「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第７項中「軽

自動車税」を「種別割」に改める。 

附則第１５条の次に次の５条を加える。 

     （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第１５条の２ 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第１章第２

節の規定にかかわらず、道が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、

行うものとする。 

     （軽自動車税の環境性能割の減免の特例） 

第１５条の３ 町長は、当分の間、第８１条の８の規定にかかわらず、道知事

が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定め

る３輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。 

     （軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例） 

第１５条の４ 第８１条の６の規定による申告納付については、当分の間、同

条中「町長」とあるのは、「道知事」とする。 

     （軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付） 

第１５条の５ 町は、道が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を

行うために要する費用を補償するため、法附則第２９条の１６第１項に掲げ

る金額の合計額を、徴収取扱費として道に交付する。 

     （軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第１５条の６ 営業用の３輪以上の軽自動車に対する第８１条の４の規定の適

用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に
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掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１号 １００分の１ １００分の０．５ 

第２号 １００分の２ １００分の１ 

第３号 １００分の３ １００分の２ 

２ 自家用の３輪以上の軽自動車に対する第８１条の４（第３号に係る部分に

限る。）の規定の適用については、同号中「１００分の３」とあるのは、「１

００分の２」とする。 

附則第１６条の見出し中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同条第

１項中「初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」を「最初の

法第４４４条第３項に規定する」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」

を加え、同項の表を次のように改める。 

第２号ア（イ） ３，９００円 ４，６００円 

第２号ア（ウ）ⅰ ６，９００円 ８，２００円 

１０，８００円 １２，９００円 

第２号ア（ウ）ⅱ ３，８００円 ４，５００円 

５，０００円 ６，０００円 

附則第１６条第２項から第４項までを削る。 

附則第１条第１号を次のように改める。 

⑴ 第１条中洞爺湖町税条例附則第１６条の改正規定及び附則第２条の３の規

定 平成２９年４月１日 

  附則第１条に次の１号を加える。 

⑶ 第１条の２及び第２条の規定並びに附則第２条の２及び第３条の規定 平

成３１年１０月１日 

附則第２条中第３項を削り、第４項を第３項に、第５項を第４項とし、同条の

次に次の２条を加える。 

第２条の２ 第１条の２の規定による改正後の洞爺湖町税条例（附則第３条にお

いて「３１年新条例」という。）第３４条の４の規定は、附則第１条第３号に
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掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の町民税及び同日以後

に開始する連結事業年度分の法人の町民税について適用し、同日前に開始した

事業年度分の法人の町民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の町民

税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第２条の３ 新条例附則第１６条の規定は、平成２９年度分の軽自動車税につい

て適用する。 

附則第３条の見出しを削り、同条第１項中「新条例」を「３１年新条例」に、

「附則第１条第１号」を「附則第１条第３号」に改め、同条第２項中「新条例」

を「３１年新条例」に、「平成２９年度」を「平成３２年度」に、「平成２８年

度分」を「平成３１年度分」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第４９号 

 

洞爺湖町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関   

する条例の一部改正について 

 

洞爺湖町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

平成２９年３月６日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   

 

洞爺湖町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関 

   する条例の一部を改正する条例 

 

 洞爺湖町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条

例（平成２５年洞爺湖町条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 

 目次中「 第４節 運営に関する基準（第５０条―第５９条）」を 

「 第４節 運営に関する基準（第５０条―第５９条） 

 第３章の２ 地域密着型通所介護 

  第１節 基本方針（第５９条の２） 

  第２節 人員に関する基準（第５９条の３・第５９条の４） 

  第３節 設備に関する基準（第５９条の５） 

  第４節 運営に関する基準（第５９条の６―第５９条の２０） 

  第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関す 

      る基準 

   第１款 趣旨及び基本方針（第５９条の２１・第５９条の２２） 

   第２款 人員に関する基準（第５９条の２３・第５９条の２４） 

   第３款 設備に関する基準（第５９条の２５・第５９条の２６） 

   第４款 運営に関する基準（第５９条の２７―第５９条の３８）」 

に改め、「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」に改める。 

 

 第６条第２項中「又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び

に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下「指定介護予防サービス等基準」とい

う。）第５条第２項のサービス提供責任者」を削り、同条第４項中「指定訪問看護
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事業所をいう」の次に「。以下同じ」を加え、同条第５項各号列記以外の部分中

「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」の次に「の同一敷地内」を加え、

「併設されている」を「ある」に改め、同項第５号中「第８２条第６項第１号」を

「第８２条第６項」に改め、同項第６号中「第８２条第６項第２号」を「第８２条

第６項」に改め、同項第７号中「第８２条第６項第３号」を「第８２条第６項」に

改め、同項第８号中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所」に改める。 

 

 第１４条中「及び第６７条」を「、第５９条の６、第５９条の２８及び第５９条

の２９」に改める。 

 

 第１６条及び第１７条中「第８条第２３項」を「第８条第２４項」に改める。 

 

 第２３条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を

「行い」に改める。 

  

第３０条第２項中「この章」を「この節」に改める。 

 

 第３２条第２項中「又は指定夜間対応型訪問介護事業所」を「、指定夜間対応型

訪問介護事業所又は指定訪問看護事業所」に、「定期巡回サービス、随時対応サー

ビス又は随時訪問サービス」を「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」に改め

る。 

 

第５４条第２項中「この章」を「この節」に改める。 

 

第３章の次に次の１章を加える。 

   第３章の２ 地域密着型通所介護 

 

    第１節 基本方針 

 （基本方針） 

第５９条の２ 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護（以下「指

定地域密着型通所介護」という。）の事業は、要介護状態となった場合において

も、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常

生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び

心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るもの
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でなければならない。 

 

    第２節 人員に関する基準 

 （従業者の員数） 

第５９条の３ 指定地域密着型通所介護の事業を行う者（以下「指定地域密着型通

所介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定地域密着型通所

介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以下この節から第４節までにお

いて「地域密着型通所介護従業者」という。）の員数は、次のとおりとする。 

⑴ 生活相談員 指定地域密着型通所介護の提供日ごとに、当該指定地域密着

型通所介護を提供している時間帯に生活相談員（専ら当該指定地域密着型通

所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該指

定地域密着型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が１以

上確保されるために必要と認められる数 

⑵ 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。） 指定

地域密着型通所介護の単位ごとに、専ら当該指定地域密着型通所介護の提供

に当たる看護職員が１以上確保されるために必要と認められる数 

⑶ 介護職員 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通

所介護を提供している時間帯に介護職員（専ら当該指定地域密着型通所介護

の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該指定地域

密着型通所介護を提供している時間数（次項において「提供単位時間数」と

いう。）で除して得た数が利用者（当該指定地域密着型通所介護事業者が法

第１１５条の４５第１項第１号ロの第１号通所事業（地域における医療及び

介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成

２６年法律第８３号）第５条による改正前の法第８条の２第７項の介護予防

通所介護に相当するものとして町長が定めるものに限る。）に係る指定事業

者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第１号

通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、

当該事業所における指定地域密着型通所介護又は当該第１号通所事業の利用

者。以下この節及び次節において同じ。）の数が１５人以下の場合にあって

は１以上、１５人を超える場合にあっては１５人を超える部分の数を５で除

して得た数に１を加えた数以上確保されるために必要と認められる数 

⑷ 機能訓練指導員 １以上 

２ 当該指定地域密着型通所介護事業所の利用定員（当該指定地域密着型通所介護

事業所において同時に指定地域密着型通所介護の提供を受けることができる利用

者の数の上限をいう。以下この節から第４節までにおいて同じ。）が１０人以下

である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数
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を、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供

している時間帯に看護職員又は介護職員（いずれも専ら当該指定地域密着型通所

介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を提供単位時間

数で除して得た数が１以上確保されるために必要と認められる数とすることがで

きる。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、第

１項第３号の介護職員（前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又

は介護職員。次項及び第７項において同じ。）を、常時１人以上当該指定地域密

着型通所介護に従事させなければならない。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がな

い場合は、他の指定地域密着型通所介護の単位の介護職員として従事することが

できるものとする。 

５ 前各項の指定地域密着型通所介護の単位は、指定地域密着型通所介護であって

その提供が同時に１又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 

６ 第１項第４号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防

止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定地域密着型通所介護事業

所の他の職務に従事することができるものとする。 

７ 第１項第１号の生活相談員又は介護職員のうち１人以上は、常勤でなければな

らない。 

８ 指定地域密着型通所介護事業者が第１項第３号の第１号通所事業に係る指定事

業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第１号通

所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、町長

が定める当該第１号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項

に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

 （管理者） 

第５９条の４ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所

ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、

指定地域密着型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型

通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等

の職務に従事することができるものとする。 

 

    第３節 設備に関する基準 

 （設備、備品等） 

第５９条の５ 指定地域密着型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相

談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並

びに指定地域密着型通所介護の提供に必要なその他の設備、備品等を備えなけれ
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ばならない。 

２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 食堂及び機能訓練室 

  ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計

した面積は、３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

  イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に

支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障が

ない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。 

⑵ 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されてい

ること。 

３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型通所介護の事業の用に供する

ものでなければならない。ただし、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提

供に支障がない場合は、この限りでない。 

４ 前項ただし書の場合（指定地域密着型通所介護事業者が第１項に掲げる設備を

利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合

に限る。）には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に町長に届

け出るものとする。 

５ 指定地域密着型通所介護事業者が第５９条の３第１項第３号の第１号通所事業

に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と

当該第１号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては、町が定める当該第１号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもっ

て、第１項から第３項までに規定する基準を満たしているものとみなすことがで

きる。 

 

    第４節 運営に関する基準 

 （心身の状況等の把握） 

第５９条の６ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供

に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者

会議等を通じて利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サー

ビス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

 （利用料等の受領） 

第５９条の７ 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当す

る指定地域密着型通所介護を提供した際に、その利用者から利用料の一部として、

当該指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該

指定地域密着型通所介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控

除して得た額の支払を受けるものとする。 
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２ 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定地

域密着型通所介護を提供した際に、その利用者から支払を受ける利用料の額と、

指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不

合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、前２項の規定により支払を受ける額のほか、

次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

⑴ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対

して行う送迎に要する費用 

⑵ 指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指定地域密着型通所介護

であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内におい

て、通常の指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額

を超える費用 

⑶ 食事の提供に要する費用 

⑷ おむつ代 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型通所介護の提供において提供さ

れる便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、

その利用者に負担させることが適当と認められる費用 

４ 前項第３号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによる

ものとする。 

５ 指定地域密着型通所介護事業者は、第３項に規定する費用の額に係るサービス

の提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し当該サービスの内容

及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

 （指定地域密着型通所介護の基本取扱方針） 

第５９条の８ 指定地域密着型通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の

防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、自らその提供する指定地域密着型通所介護

の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

 （指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針） 

第５９条の９ 指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるものとする。 

⑴ 指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続するこ

とができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の

心身の状況を踏まえ、適切に行うものとする。 

⑵ 指定地域密着型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれ

ぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。 

⑶ 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、次条第１項の地域密着型通所

介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように利用者の機能訓練及びそ
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の者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。 

⑷ 地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、

懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対しサービスの提供方法

等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 

⑸ 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適

切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

⑹ 指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握し

つつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望

に添って適切に提供するものとする。特に認知症（法第５条の２の認知症をい

う。以下同じ。）である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応し

たサービスの提供ができる体制を整えるものとする。 

（地域密着型通所介護計画の作成） 

第５９条の１０ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、

希望及びその置かれている環境を踏まえ、機能訓練等の目標、当該目標を達成す

るための具体的なサービスの内容等を記載した地域密着型通所介護計画（以下

「地域密着型通所介護計画」という。）を作成しなければならない。 

２ 地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、

当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画の作成に

当たっては、その内容について利用者又はその家族に対し説明し、利用者の同意

を得なければならない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画を作成し

た際に、当該地域密着型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。 

５ 地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者について地域密着型通所介護

計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行わなければなら

ない。 

 （管理者の責務） 

第５９条の１１ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型

通所介護事業所の従業者の管理及び指定地域密着型通所介護の利用の申込みに係

る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 

２ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業

所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

 （運営規程） 

第５９条の１２ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業

所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておか

なければならない。 
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⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定地域密着型通所介護の利用定員 

⑸ 指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑹ 通常の事業の実施地域 

⑺ サービス利用に当たっての留意事項 

⑻ 緊急時等における対応方法 

⑼ 非常災害対策 

⑽ その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第５９条の１３ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定地域

密着型通所介護を提供できるよう、指定地域密着型通所介護事業所ごとに従業者

の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、当

該指定地域密着型通所介護事業所の従業者によって指定地域密着型通所介護を提

供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務につ

いては、この限りでない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者の資質の向上の

ために、その研修の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第５９条の１４ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定地域密

着型通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事

情がある場合は、この限りでない。 

（非常災害対策） 

第５９条の１５ 指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画

を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的

に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなけ

ればならない。 

（衛生管理等） 

第５９条の１６ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器

その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必

要な措置を講じなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地域密着型通所介護事業所におい

て感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 
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（地域との連携等） 

第５９条の１７ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提

供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、町の職員又は指定

地域密着型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第１１５条の４６第１項

の地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等

により構成される協議会（以下この項において「運営推進会議」という。）を設

置し、おおむね６月に１回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推

進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴

く機会を設けなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する報告、評価、要望、助言等

についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民と

の連携、協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指

定地域密着型通所介護に関する利用者からの苦情に関して町が派遣する者が相談

及び援助を行う事業その他の町が実施する事業に協力するよう努めなければなら

ない。 

５ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所の所在する

建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定地域密着型通所介護を提供する

場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定地域密着型通所介

護の提供を行うよう努めなければならない。 

 （事故発生時の対応） 

第５９条の１８ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着

型通所介護の提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利

用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ

なければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った

処置について記録しなければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の

提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければ

ならない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は、第５９条の５第４項の指定地域密着型通所

介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第１項及び第２項の規

定に準じた必要な措置を講じなければならない。 

 （記録の整備） 

第５９条の１９ 指定地域密着型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計
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に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の

提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければ

ならない。 

⑴ 地域密着型通所介護計画 

⑵ 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

⑶ 次条において準用する第２８条に規定する町への通知に係る記録 

⑷ 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑸ 前条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記

録 

⑹ 第５９条の１７第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

 （準用） 

第５９条の２０ 第９条から第１３条まで、第１５条から第１８条まで、第２０条、 

第２２条、第２８条、第３４条から第３８条まで、第４１条及び第５３条の規定

は、指定地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第９

条第１項中「第３１条の運営規程」とあるのは「第５９条の１２の重要事項に関

する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域

密着型通所介護従業者」と、第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と読み替えるものとする。 

 

第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に

関する基準 

 

     第１款 趣旨及び基本方針 

 （趣旨） 

第５９条の２１ 第１節から前節までの規定にかかわらず、指定療養通所介護（指

定地域密着型通所介護であって、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者

であってサービスの提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者と

し、第５９条の３１第１項の療養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等

の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう。以下同じ。）

の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に

定めるところによる。 

 （基本方針） 

第５９条の２２ 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、

その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常
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生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活

上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身

の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでな

ければならない。 

２ 指定療養通所介護の事業を行う者（以下「指定療養通所介護事業者」とい

う。）は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当該

利用者が利用する訪問看護事業者（指定訪問看護事業者又は健康保険法（大正１

１年法律第７０号）第８８条第１項の指定訪問看護事業者をいう。以下この節に

おいて同じ。）等との密接な連携に努めなければならない。 

 

     第２款 人員に関する基準 

 （従業者の員数） 

第５９条の２３ 指定療養通所介護事業者が当該事業を行う事業所（以下「指定療

養通所介護事業所」という。）ごとに置くべき指定療養通所介護の提供に当たる

看護職員又は介護職員（以下この節において「療養通所介護従業者」という。）

の員数は、利用者の数が１．５に対し、提供時間帯を通じて専ら当該指定療養通

所介護の提供に当たる療養通所介護従業者が１以上確保されるために必要と認め

られる数以上とする。 

２ 前項の療養通所介護従業者のうち１人以上は、常勤の看護師であって専ら指定

療養通所介護の職務に従事する者でなければならない。 

 （管理者） 

第５９条の２４ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに専ら

その職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定療養通

所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養通所介護事業所の他の職

務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することが

できるものとする。 

２ 指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師でなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業所の管理者は、適切な指定療養通所介護を行うために必

要な知識及び技能を有する者でなければならない。 

 

     第３款 設備に関する基準 

 （利用定員） 

第５９条の２５ 指定療養通所介護事業所は、その利用定員（当該指定療養通所介

護事業所において同時に指定療養通所介護の提供を受けることができる利用者の

数の上限をいう。以下この節において同じ。）を９人以下とする。 

 （設備、備品等） 
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第５９条の２６ 指定療養通所介護事業所は、指定療養通所介護を行うのにふさわ

しい専用の部屋を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並

びに指定療養通所介護の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。 

２ 前項に掲げる専用の部屋の面積は、６．４平方メートルに利用定員を乗じた面

積以上とする。 

３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該指定療養通所介護の事業の用に供するもので

なければならない。ただし、利用者に対する指定療養通所介護の提供に支障がな

い場合は、この限りでない。 

４ 前項ただし書の場合（指定療養通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し、

夜間及び深夜に指定療養通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、

当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に町長に届け出るものとする。 

 

     第４款 運営に関する基準 

 （内容及び手続の説明並びに同意） 

第５９条の２７ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の開始に際 

し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し第５９条の３４に規定する運営規 

程の概要、療養通所介護従業者の勤務の体制、第５９条の３２第１項に規定する 

利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主治の医師及び第５９条の３５第１項の 

緊急時対応医療機関との連絡体制その他の利用申込者のサービスの選択に資する 

と認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始につ 

いて利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 第９条第２項から第６項までの規定は、前項の規定による文書の交付について

準用する。 

 （心身の状況等の把握） 

第５９条の２８ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供に当たって

は、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通

じて利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福

祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを

提供できるよう、利用者の主治の医師及び当該利用者が利用する訪問看護事業者

等との密接な連携を図り、利用者の心身の状況等の把握に努めなければならない。 

 （指定居宅介護支援事業者等との連携） 

第５９条の２９ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護を提供するに当た

っては、指定居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提

供する者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供の適否に
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ついて主治の医師を含めたサービス担当者会議において検討するため、当該利用

者に係る指定居宅介護支援事業者に対して必要な情報を提供するよう努めなけれ

ばならない。 

３ 指定療養通所介護事業者は、利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対して居

宅サービス計画の作成、変更等に必要な情報を提供するよう努めなければならな

い。 

４ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の終了に際しては、利用

者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定居宅

介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提

供する者との密接な連携に努めなければならない。 

 （指定療養通所介護の具体的取扱方針） 

第５９条の３０ 指定療養通所介護の方針は、次に掲げるものとする。 

⑴ 指定療養通所介護の提供に当たっては、次条第１項の療養通所介護計画に基

づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な

援助を行うものとする。 

⑵ 療養通所介護従業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に

行うことを旨とし、利用者又はその家族に対しサービスの提供方法等について、

理解しやすいように説明を行うものとする。 

⑶ 指定療養通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介

護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

⑷ 指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービス

を提供できるよう、利用者の主治の医師及び当該利用者が利用する訪問看護事

業者等との密接な連携を図り、サービスの提供方法、手順等についての情報の

共有を十分に行うものとする。 

⑸ 指定療養通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、

相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添っ

て適切に提供するものとする。 

 （療養通所介護計画の作成） 

第５９条の３１ 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望

及びその置かれている環境を踏まえ、機能訓練等の目標、当該目標を達成するた

めの具体的なサービスの内容等を記載した療養通所介護計画（以下「療養通所介

護計画」という。）を作成しなければならない。 

２ 療養通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居

宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 療養通所介護計画は、既に訪問看護計画書（指定居宅サービス等基準第７０条

第１項の訪問看護計画書又は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
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（平成１２年厚生省令第８０号）第１７条第１項の訪問看護計画書をいう。以下

この項において同じ。）が作成されている場合は、当該訪問看護計画書の内容と

の整合を図りつつ、作成しなければならない。 

４ 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画の作成に当たっては、

その内容について利用者又はその家族に対し説明し、利用者の同意を得なければ

ならない。 

５ 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画を作成した際に、当該

療養通所介護計画を利用者に交付しなければならない。 

６ 療養通所介護従業者は、それぞれの利用者について療養通所介護計画に従った

サービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行わなければならない。 

 （緊急時等の対応） 

第５９条の３２ 指定療養通所介護事業者は、現に指定療養通所介護の提供を行っ

ているときに利用者の病状の急変が生じた場合等に備えるため、主治の医師とと

もに、その場合の対応策（以下この条において「緊急時等の対応策」という。）

について利用者ごとに検討し、あらかじめ緊急時等の対応策を定めておかなけれ

ばならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、緊急時等の対応策について利用者及びその家族に

対し説明し、利用者及びその家族が安心してサービスを利用できるよう配慮しな

ければならない。 

３ 療養通所介護従業者は、現に指定療養通所介護の提供を行っているときに利用

者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、緊急時等の対応策に基づき、

速やかに主治の医師又は第５９条の３５第１項の緊急時対応医療機関への連絡を

行う等の必要な措置を講じなければならない。 

４ 指定療養通所介護事業者は、利用者の主治の医師と密接な連携を図りながら利

用者の様態の変化に応じて緊急時等の対応策の変更を行うものとする。 

５ 第１項及び第２項の規定は、前項に規定する緊急時等の対応策の変更について

準用する。 

 （管理者の責務） 

第５９条の３３ 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事業

所の従業者の管理及び指定療養通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施

状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 

２ 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサ

ービスを提供できるよう、利用者の主治の医師及び当該利用者が利用する訪問看

護事業者等との密接な連携を図り、サービスの提供方法、手順等についての情報

の共有を十分に行わなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の提供に適切な環境を
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整備しなければならない。 

４ 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の利用者ごとの療養通

所介護計画の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。 

５ 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事業所の従業者に

この款の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

 （運営規程） 

第５９条の３４ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに次に

掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならな

い。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定療養通所介護の利用定員 

⑸ 指定療養通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑹ 通常の事業の実施地域 

⑺ サービス利用に当たっての留意事項 

⑻ 非常災害対策 

⑼ その他運営に関する重要事項 

 （緊急時対応医療機関） 

第５９条の３５ 指定療養通所介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、

あらかじめ緊急時対応医療機関を定めておかなければならない。 

２ 前項の緊急時対応医療機関は、指定療養通所介護事業所と同一の敷地内に存し

又は隣接し若しくは近接していなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業者は、緊急時において円滑な協力を得るため、当該緊急

時対応医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り決めておかなければならな

い。 

 （安全・サービス提供管理委員会の設置） 

第５９条の３６ 指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切なサービスの提供を確

保するため、地域の医療関係団体に属する者、地域の保健、医療又は福祉の分野

を専門とする者その他指定療養通所介護の安全かつ適切なサービスの提供を確保

するために必要と認められる者から構成される安全・サービス提供管理委員会

（次項において「委員会」という。）を設置しなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、おおむね６月に１回以上委員会を開催することと

し、事故の事例等安全管理に必要なデータの収集を行うとともに、当該データ等

を踏まえ、指定療養通所介護事業所における安全かつ適切なサービスの提供を確

保するための方策について検討を行い、当該検討の結果についての記録を作成し
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なければならない。 

３ 指定療養通所介護事業者は、前項の検討の結果を踏まえ、必要に応じ、対策を

講じなければならない。 

 （記録の整備） 

第５９条の３７ 指定療養通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関す

る諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

⑴ 療養通所介護計画 

⑵ 前条第２項に規定する検討の結果についての記録 

⑶ 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

⑷ 次条において準用する第２８条に規定する町への通知に係る記録 

⑸ 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑹ 次条において準用する第５９条の１８第２項に規定する事故の状況及び事故

に際して採った処置についての記録 

⑺ 次条において準用する第５９条の１７第２項に規定する報告、評価、要望、

助言等の記録 

 （準用） 

第５９条の３８ 第１０条から第１３条まで、第１６条から第１８条まで、第２０

条、第２２条、第２８条、第３４条から第３８条まで、第４１条、第５９条の７

（第３項第２号を除く。）、第５９条の８及び第５９条の１３から第５９条の１

８までの規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。この場合において、

第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所

介護従業者」と、第５９条の１３第３項中「地域密着型通所介護従業者」とある

のは「療養通所介護従業者」と、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護

について知見を有する者」とあるのは「療養通所介護について知見を有する者」

と、「６月」とあるのは「１２月」と、同条第３項中「当たっては」とあるのは

「当たっては、利用者の状態に応じて」と、第５９条の１８第４項中「第５９条

の５第４項」とあるのは「第５９条の２６第４項」と読み替えるものとする。 

  

 第６０条中「（法第５条の２の認知症をいう。以下同じ。）」を削り、「できる

よう」の次に「生活機能の維持又は向上を目指し」を加える。 

 

 第６３条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め、同項を同条第

５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 
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４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が第１

項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定認知症対応型通所

介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該サービスの内容を当該

サービスの提供の開始前に町長に届け出るものとする。 

 

 第６５条第１項中「、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」を「又は

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居（法第８条

第２０項又は法第８条の２第１５項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。）

ごとに」に改め、「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「においてはそれぞ

れ当該施設」を加え、同条第２項中「指定居宅サービスをいう」の次に「。以下同

じ」を、「指定介護予防サービスをいう」の次に「。以下同じ」を、「指定地域密

着型介護予防サービスをいう」の次に「。以下同じ」を、「介護保険施設」の次に

「（法第８条第２５項の介護保険施設をいう。以下同じ。）」を加える。  

 

 第６７条及び第６８条を次のように改める。 

第６７条及び第６８条 削除 

 

 第６９条第２項中「指定認知症対応型通所介護事業者」の次に「（単独型・併設

型指定認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介護事業者を

いう。以下同じ。）」を加える。 

 

 第７１条第１項中「及び次条」を削る。 

 

 第７２条を次のように改める。 

第７２条 削除 

 

 第７３条第４号中「。第７５条において同じ」を削る。 

 

 第７４条から第７８条までを次のように改める。 

第７４条から第７８条まで 削除 

 

 第７９条第２項第５号中「第４０条第２項」を「第５９条の１８第２項」に改め、

同項に次の１号を加える。 

 ⑹ 次条において準用する第５９条の１７第２項に規定する報告、評価、要望、

助言等の記録 
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 第８０条中「、第４０条」を削り、「及び第５３条」を「、第５３条、第５９条

の６、第５９条の７、第５９条の１１及び第５９条の１３から第５９条の１８ま

で」に、「読み替える」を「、第５９条の１７第１項「地域密着型通所介護につい

て知見を有する者」とあるのは「認知症対応型通所介護について知見を有する者」

と、第５９条の１８第４項中「第５９条の５第４項」とあるのは「第６３条第４

項」と読み替える」に改める。 

 

 第８２条第１項中「、（第７項」を「（第７項」に改め、同条第６項中「指定小

規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されてい

る」を「次の表の左欄に掲げる」に、「当該各号」を「同表の中欄」に、「当該小

規模多機能型居宅介護従業者」を「同表の右欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介

護従業者」に改め、同項各号を削り、同項に次の表を加える。 

 

当該指定小規模多

機能型居宅介護事

業所に中欄に掲げ

る施設等のいずれ

かが併設されてい

る場合 

指定認知症対応型共同生活介護事業所、指

定地域密着型特定施設、指定地域密着型介

護老人福祉施設又は指定介護療養型医療施

設（医療法（昭和２３年法律第２０５号）

第７条第２項第４号に規定する療養病床を

有する診療所であるものに限る。） 

介護職員 

当該指定小規模多

機能型居宅介護事

業所の同一敷地内

に中欄に掲げる施

設等のいずれかが

ある場合 

前項の中欄に掲げる施設等、指定居宅サー

ビスの事業を行う事業所、指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所、指定認知

症対応型通所介護事業所、指定介護老人福

祉施設又は介護老人保健施設 

看護師又は

准看護師 

 

 第８２条第７項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居

宅介護事業者」に、「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所」に改め、同条第８項中「複合型サービス従業者」を「看護小規模多

機能型居宅介護従業者」に改め、同条第１０項中「第６項各号」を「第６項の表の

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設さ

れている場合の項の中欄」に改める。 

 

 第８３条第１項中「前条第６項各号」を「前条第６項の表の当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の

中欄」に、「若しくは同一」を「、同一」に改め、「含む。）」の次に「若しくは

法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（同項第１
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号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除く。）」を加え、同条第３項中「指定

複合型サービス事業所」の次に「（第１９２条第２項に規定する指定複合型サービ

ス事業所をいう。次条において同じ。）」を加える。 

 

 第８５条第１項中「２５人」を「２９人」に改め、同条第２項第１号中「サテラ

イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「登録定員が２５人を超える指定小

規模多機能型居宅介護事業所にあっては、次の表の左欄に掲げる登録定員の区分に

応じ、同表の右欄に掲げる利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事

業所」に改め、同号に次の表を加える。 

   登録定員   利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

 

 第８７条中「第８条第２３項」を「第８条第２４項」に改める。 

 

 第９１条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を

「行い」に改める。 

 

 第１０５条を次のように改める。 

第１０５条 削除 

 

 第１０６条中「第８２条第６項各号」を「第８２条第６項」に改める。 

 

 第１０７条第２項第８号中「第１０５条第２項」を「次条において準用する第５

９条の１７第２項」に改める。 

 

 第１０８条中「第７２条、第７４条及び第７７条」を「第５９条の１１、第５９

条の１３、第５９条の１６及び第５９条の１７」に、「第７２条第２項」を「第５

９条の１１第２項」に、「第７４条第３項中「認知症対応型通所介護従業者」を

「第５９条の１３第３項中「地域密着型通所介護従業者」に、「読み替える」を 

「、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあ

るのは「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「６月」とあるの

は「２月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回

数等の活動状況」と読み替える」に改める。 

 

-30-



 第１０９条中「第８条第１９項」を「第８条第２０項」に改める。 

 

 第１１０条第４項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所」に、「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護

従業者」に改め、同条第７項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所」に改める。 

 

 第１１１条第１項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所」に改める。 

 

 第１１３条第１項に次のただし書を加える。 

  ただし、指定認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保が困難である

ことその他地域の実情により指定認知症対応型共同生活介護事業所の効率的な運

営に必要と認められる場合は、一の事業所における共同生活住居の数を３とする

ことができる。 

 

 第１２７条第２項第７号中「第１０５条第２項」を「第５９条の１７第２項」に

改める。 

 

 第１２８条中「第７２条、第７７条」を「第５９条の１１、第５９条の１６、第

５９条の１７第１項から第４項まで」に、「、第１０４条及び第１０５条第１項か

ら第４項まで」を「及び第１０４条」に、「第７２条第２項」を「第５９条の１１

第２項」に改め、「第６章第４節」と」の次に「、第５９条の１７第１項中「地域

密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護

について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と」を加え、「、第１

０５条第１項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは

「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿

泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と」を削る。 

 

 第１３０条第９項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所」に、「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護

従業者」に改め、同条第１０項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所」に改める。 

 

 第１３１条中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所」に改める。 
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 第１３５条を次のように改める。 

第１３５条 削除 

 

 第１４８条第２項第８号中「第１０５条第２項」を「第５９条の１７第２項」に

改め、同項第９号を削る。 

 

 第１４９条中「第７２条、第７６条、第７７条、第９９条及び第１０５条第１項

から第４項まで」を「第５９条の１１、第５９条の１５、第５９条の１６、第５９

条の１７第１項から第４項まで及び第９９条」に、「第７２条第２項」を「第５９

条の１１第２項」に、「第１０５条第１項中「小規模多機能型居宅介護について知

見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有

する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるの

は「活動状況」を「第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護について知見を

有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する

者」と、「６月」とあるのは「２月」に改める。 

 

 第１５０条第１項中「第８条第２１項」を「第８条第２２項」に改める。 

 

 第１５１条第４項中「指定介護老人福祉施設」の次に「、指定地域密着型介護老

人福祉施設（サテライト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。

第８項第１号及び第１７項、次条第１項第６号並びに第１８０条第１項第３号にお

いて同じ。）」を加え、同条第８項第１号中「指定介護老人福祉施設」の次に「又

は指定地域密着型介護老人福祉施設」を加え、同条第１２項中「指定介護予防サー

ビス等基準」を「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平

成１８年厚生労働省令第３５号）」に改め、同条第１３項中「いう。以下同じ。）

若しくは指定介護予防サービス等基準第９７条第１項に規定する指定介護予防通所

介護事業所」を「いう。）」に改め、「指定短期入所生活介護事業所等」の次に「、

指定地域密着型通所介護事業所」を加え、同条第１５項及び第１６項中「指定複合

型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条に

次の１項を加える。 

１７ 第４項又は第８項の規定によりサテライト型居住施設に医師又は介護支援専

門員を置かない場合における当該サテライト型居住施設の本体施設である指定地

域密着型介護老人福祉施設に置くべき第１項第１号の医師又は同項第６号の介護

支援専門員の数は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数及び当該

サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出するものとする。
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この場合において、介護支援専門員の数は、同項第６号の規定にかかわらず、入

所者の数の合計数が１００又はその端数を増すごとに１以上とする。 

 

 第１５２条第１項第７号中「指定介護老人福祉施設」の次に「又は指定地域密着

型介護老人福祉施設」を加える。 

 

 第１７６条第２項に次の１号を加える。 

 ⑺ 次条において準用する第５９条の１７第２項に規定する報告、評価、要望、

助言等の記録 

 

 第１７７条中「第７２条、第７６条、第１０５条第１項から第４項」を「第５９

条の１１、第５９条の１５及び第５９条の１７第１項から第４項」に、「第７２条

第２項」を「第５９条の１１第２項」に、「第１０５条第１項中「小規模多機能型

居宅介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供

回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」を「第５９条の１７第１項中「地域密

着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」に改め

る。 

 

 第１８０条第１項第３号中「指定介護老福祉施設」を「指定介護老人福祉施設又

は指定地域密着型介護老人福祉施設」に改める。 

 

 第１８９条中「第７２条、第７６条、第１０５条第１項から第４項」を「第５９

条の１１、第５９条の１５、第５９条の１７第１項から第４項」に、「第７２条第

２項」を「第５９条の１１第２項」に、「第１０５条第１項から第４項まで第１項

中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「通いサービス及び

宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」を「第５９条の１

７第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「６月」とある

のは「２月」に改める。 

 

 「第９章 複合型サービス」を「第９章 看護小規模多機能型居宅介護」に改め 

る。 
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 第１９０条中「以下「指定複合型サービス」を「施行規則第１７条の１２に規定

する看護小規模多機能型居宅介護に限る。以下この章において「指定看護小規模多

機能型居宅介護」に改める。 

 

 第１９１条第１項中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅

介護の」に、「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護

事業者」に、「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所」に、「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」

に、「指定複合型サービスを」を「指定看護小規模多機能型居宅介護を」に、「指

定複合型サービス事業を」を「指定看護小規模多機能型居宅介護を」に、「行う複

合型サービス」を「行う指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条第３項及

び第４項中「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に

改め、同条第６項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所」に、「行う指定複合型サービス」を「行う指定看護小規模多機能型

居宅介護」に、「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業

者」に改め、同条第７項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所」に、「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅

介護従業者」に改め、同条第８項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小

規模多機能型居宅介護事業者」に、「複合型サービス計画」を「看護小規模多機能

型居宅介護計画」に、「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所」に改め、同条第１０項中「指定複合型サービス事業者が」を「指

定複合型サービス事業者（指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス（以

下「指定複合型サービス」という。）の事業を行う者をいう。以下同じ。）が」に、

「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に改める。 

 

 第１９２条第１項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護事業者」に、「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所」に改め、同条第２項中「指定複合型サービス事業所」の次に

「（指定複合型サービスの事業を行う事業所をいう。以下同じ。）」を加える。 

 

 第１９３条（見出しを含む。）中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小

規模多機能型居宅介護事業者」に改める。 

 

 第１９４条第１項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所」に、「２５人」を「２９人」に改め、同条第２項各号列記以外の

部分中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業
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所」に改め、同項第１号中「１５人」の次に「（登録定員が２５人を超える指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、次の表の左欄に掲げる登録定員の区

分に応じ、同表の右欄に掲げる利用定員）」を加え、同号に次の表を加える。 

   登録定員   利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

 

 第１９５条第１項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所」に、「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅

介護の」に改め、同条第２項第２号イ中「指定複合型サービス事業所」を「指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条第３項中「指定複合型サービス」

を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条第４項中「指定複合型サービ

ス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改める。 

 

 第１９６条の見出し及び同条第１項中「指定複合型サービス」を「指定看護小規

模多機能型居宅介護」に改め、同条第２項中「指定複合型サービス事業者」を「指

定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に、「指定複合型サービスの」を「指定看

護小規模多機能型居宅介護の」に、「行うとともに、定期的に外部の者による評価

を受けて」を「行い」に改める。 

 

 第１９７条の見出し並びに同条各号列記以外の部分、第１号及び第２号中「指定

複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条第３号中

「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に、「複合型サー

ビス計画」を「看護小規模多機能型居宅介護計画」に改め、同条第４号中「複合型

サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に、「指定複合型サー

ビス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条第５号中「指定複合型

サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に、「指定複合型

サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に改め、同条第６号中「指

定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に改め、

同条第７号中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に改

め、同条第８号中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅

介護事業者」に改め、同条第９号中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多

機能型居宅介護」に、「複合型サービス計画」を「看護小規模多機能型居宅介護計

画」に改める。 
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 第１９８条第１項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所」に改め、同条第２項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看

護小規模多機能型居宅介護事業者」に改め、同条第３項中「指定複合型サービス事

業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に、「複合型サービス計画及

び複合型サービス報告書」を「看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多

機能型居宅介護報告書」に改め、同条第４項中「指定複合型サービス事業所」を

「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に、「複合型サービス報告書」を「看

護小規模多機能型居宅介護報告書」に改める。 

 

 第１９９条の見出しを「（看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機

能型居宅介護報告書の作成）」に改め、同条第１項中「指定複合型サービス事業

所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に、「複合型サービス計画」を

「看護小規模多機能型居宅介護計画」に、「複合型サービス報告書」を「看護小規

模多機能型居宅介護報告書」に改め、同条第２項及び第３項中「複合型サービス計

画」を「看護小規模多機能型居宅介護計画」に改め、同条第４項中「複合型サービ

ス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に、「複合型サービス計画」

を「看護小規模多機能型居宅介護計画」に改め、同条第５項から第８項までの規定

中「複合型サービス計画」を「看護小規模多機能型居宅介護計画」に改め、同条第

９項及び第１０項中「複合型サービス報告書」を「看護小規模多機能型居宅介護報

告書」に改める。  

 

 第２００条第１項中「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護

従業者」に、「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に改

め、同条第２項中「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業

者」に改める。 

 

 第２０１条第１項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護事業者」に改め、同条第２項各号列記以外の部分中「指定複合型サービス

事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に、「指定複合型サービス

の」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に改め、同項第２号を次のように改

める。 

 ⑵ 看護小規模多機能型居宅介護計画 

 

 第２０１条第２項第５号中「複合型サービス報告書」を「看護小規模多機能型居

宅介護報告書」に改め、同項第１０号中「第１０５条第２項」を「第５９条の１７

第２項」に改める。 
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 第２０２条中「第７２条、第７４条、第７７条」を「第５９条の１１、第５９条

の１３、第５９条の１６、第５９条の１７」に、「及び第１００条から」を「、第

１００条から第１０４条まで及び」に、「指定複合型サービス」を「指定看護小規

模多機能型居宅介護」に、「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅

介護従業者」に、「とあり、第７４条第３項中「認知症対応型通所介護従業者」と

あり、並びに」を「とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第５９

条の１１第２項中「この節」とあるのは「第９章第４節」と、第５９条の１３第３

項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業

者」と、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」

とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「６月」

とあるのは「２月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービス

の提供回数等の活動状況」と、」に、「第８２条第６項各号」を「第８２条第６

項」に改める。 

 

 附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次

の１項を加える。 

 （経過措置） 

２ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第２０条第１項に規定する通所介

護の事業を行う者が、平成２８年３月３１日までに厚生労働省令で定める別段の

申出を行った上で、洞爺湖町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営の基準に関する条例の一部を改正する条例（平成２９年洞爺湖町条例第 号）

の施行の日から第８２条第７項のサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業

所における事業を開始する場合は、平成３０年３月３１日までの間、第８６条第

１項の宿泊室を設けないことができる。 

 

   附 則  

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１条又は第１４条第２項の規

定によりなおその効力を有するものとされた同法第５条の規定（同法附則第１条

第３号に掲げる改正規定に限る。）による改正前の介護保険法（平成９年法律第

１２３号。以下「旧法」という。）第５３条第１項に規定する指定介護予防サー

ビスに該当する旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護又は介護保険
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法第５４条第１項第２号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第

８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービスに

ついては、この条例による改正前の洞爺湖町指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「改正前の条例」という。）

第６条第２項の規定は、なおその効力を有する。 

３ 旧法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第８条の

２第７項に規定する介護予防通所介護又は介護保険法第５４条第１項第２号に規

定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第７項に規定する介

護予防通所介護若しくはこれに相当するサービスについては、改正前の条例第１

５１条第１３項の規定は、なおその効力を有する。 
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議案第５０号 

 

   洞爺湖町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法の基準に関する条例の一部改正について 

 

 洞爺湖町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準

に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

平成２９年３月６日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   

 

   洞爺湖町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法の基準に関する条例の一部を改正する条例 

 

 洞爺湖町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準

に関する条例（平成２５年洞爺湖町条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第１項第１号中「第８条の２第１４項」を「第８条の２第１２項」に改め

る。 

 

 第５条第４項中「サービス基準」を「サービス条例」に改める。 

 

 第７条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め、同項を同条第５

項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定介護予防

認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該サー

ビスの内容を当該サービスの提供の開始前に町長に届け出るものとする。 

 

 第８条第１項中「第４４条第６項第２号」を「第４４条第６項」に、「第４４条

第６項第３号」を「第４４条第６項」に改める。 
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 第９条第１項中「、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」を「又は指

定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居（法第８条第

２０項又は法第８条の２第１５項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。）ご

とに」に改め、「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「においてはそれぞれ

当該施設」を加え、同条第２項中「第８条第２４項」を「第８条第２５項」に、「

第４４条第６項第４号」を「第４４条第６項」に改める。 

 

 第３７条に次の１項を加える。 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第７条第４項の単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した

場合は、第１項及び第２項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。 

 

第３９条中第２項を第４項とし、第１項を第３項とし、同条に第１項及び第２項

として次の２項を加える。 

  指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所

介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、町の職員

又は指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第１

１５条の４６第１項の地域包括支援センターの職員、介護予防認知症対応型通所

介護について知見を有する者等により構成される協議会（以下この項において「

運営推進会議」という。）を設置し、おおむね６月に１回以上、運営推進会議に

対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会

議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する報告、評価、要

望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければなら

ない。 

 

 第３９条に次の１項を加える。 

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防

認知症対応型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者

に対しても指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行うよう努めなければな

らない。 

 

 第４０条第２項中「２年間」を「５年間」に改め、同項に次の１号を加える。 

⑹ 前条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 
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 第４４条第６項中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のい

ずれかに掲げる施設等が併設されている」を「次の表の左欄に掲げる」に、「当該

各号」を「同表の中欄」に、「当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」を「

同表の右欄に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」に改め、同項各

号を削り、同項に次の表を加える。 

当該指定介護予防

小規模多機能型居

宅介護事業所に中

欄に掲げる施設等

のいずれかが併設

されている場合 

指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定

地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老

人福祉施設又は指定介護療養型医療施設（医

療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第

２項第４号に規定する療養病床を有する診療

所であるものに限る。） 

介護職員 

 

 

当該指定介護予防

小規模多機能型居

宅介護事業所の同

一敷地内に中欄に

掲げる施設等のい

ずれかがある場合 

 

前項の中欄に掲げる施設等、指定居宅サービ

スの事業を行う事業所、指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所（指定地域密着型

サービス基準条例第６条第１項に規定する指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

をいう。以下同じ。）、指定認知症対応型通

所介護事業所（指定地域密着型サービス基準

条例第７１条第１項に規定する指定認知症対

応型通所介護事業所をいう。）、指定介護老

人福祉施設（法第４８条第１項第１号に規定

する指定介護老人福祉施設をいう。）又は介

護老人保健施設 

看護師又は

准看護師 

 

 

 第４４条第７項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居

宅介護事業者」に、「指定複合型サービス事業所（同項に規定する指定複合型サー

ビス事業所をいう」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（同項に規定する

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう」に改め、同条第８項中「複合型サ

ービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に改め、同条第１０項中

「第８条の２第１８項」を「第８条の２第１６項」に、「第６項各号」を「第６項

の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のい

ずれかが併設されている場合の項の中欄」に改める。 

 

 第４５条第１項ただし書中「前条第６項各号」を「前条第６項の表の当該指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設され

ている場合の項の中欄」に、「若しくは同一」を「、同一」に改め、「（指定地域

密着型サービス条例第６条第１項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所をいう。以下同じ。）」を削り、「含む。）」の次に「若しくは法第１１
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５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（同項第１号ニに規

定する第１号介護予防支援事業を除く。）」を加え、同条第３項中「指定複合型サ

ービス事業所」の次に「（指定地域密着型サービス条例第１９２条第２項に規定す

る指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。）」を加える。 

 

 第４７条第１項中「２５人」を「２９人」に改め、同条第２項第１号中「サテラ

イト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」を「登録定員が２５人を超え

る指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、次の表の左欄に掲げる

登録定員の区分に応じ、同表の右欄に掲げる利用定員、サテライト型指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同号に次の表を加える。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

 

第６２条を次のように改める。 

第６２条 削除 

 

 第６３条中「第４４条第６項各号」を「第４４条第６項」に改める。 

 

第６４条第２項中「２年間」を「５年間」に改め、同項第８号中「第６２条第２

項」を「次条において準用する第３９条第２項」に改める。 

 

 第６５条中「及び第３１条から第３８条まで」を「、第３１条から第３６条まで

及び第３７条（第４項を除く。）から第３９条まで」に、「読み替える」を「、第

３９条第１項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とある

のは「介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「６月」と

あるのは「２月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの

提供回数等の活動状況」と読み替える」に改める。 

 

 第６６条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を「

行い」に改める。 

 

 第７０条中「第８条の２第１７項」を「第８条の２第１５項」に改める。 

 

 第７４条第１項に次のただし書を加える。 
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ただし、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保が困難

であることその他地域の実情により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

の効率的な運営に必要と認められる場合は、一の事業所における共同生活住居の数

を３とすることができる。 

 

第８５条第２項各号列記以外の部分中「２年間」を「５年間」に改め、同項第７

号中「第６２条第２項」を「第３９条第２項」に改める。 

 

 第８６条中「第３６条から第３８条まで」を「第３６条、第３７条（第４項を除

く。）、第３８条、第３９条」に「、第６１条及び第６２条」を「及び第６１条」

に、「第５６条、第５９条中」を「第３９条第１項中「介護予防認知症対応型通所

介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護に

ついて知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と、第５６条中」に改め、

「、第６２条第１項中「介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」

とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、 

「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」

と」を削る。 

 

附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次

の１項を加える。 

 （経過措置） 

２ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第２０条第１項に規定する通所介

護の事業を行う者が、平成２８年３月３１日までに厚生労働省令で定める別段の

申出を行った上で、洞爺湖町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正する条例（平成２９年洞爺湖町

条例第 号）の施行の日から第４４条第７項のサテライト型指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所における事業を開始する場合は、平成３０年３月３１日

までの間、第４８条第１項の宿泊室を設けないことができる。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第５１号 

 

西胆振消防組合の共同処理する事務の変更及び西胆振消防組合規約の変更

について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定に基づき、西胆

振消防組合の共同処理する事務に火葬場に関する事務（関係市町が共同設置する施

設に係るものに限る｡）を加え、同組合規約を次のとおり変更することについて、同

法第２９０条の規定により議会の議決を求める。 

 

  平成２９年３月６日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   

 

西胆振消防組合規約の一部を変更する規約 

 

 西胆振消防組合規約（昭和４５年指令第１１６２号）の一部を次のように変更す

る。 

 

 題名を次のように改める。 

西胆振行政事務組合規約 

 

第１条中「西胆振消防組合」を「西胆振行政事務組合」に改める。 

 

 第３条を次のように改める。 

（組合の共同処理する事務） 

第３条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。 

⑴ 消防に関する事務 

⑵ 火葬場に関する事務（関係市町が共同設置する施設に係るものに限る｡) 

 

 第１１条を次のように改める。 

（補助職員） 

第１１条 組合に消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）に基づく消防職員（以

下「消防職員」という｡)その他必要な職員を置く。 

２ 消防長及び消防職員以外の職員は、管理者が任免する。 

３ 消防長以外の消防職員は、管理者の承認を得て消防長が任免し、その定数は条

例で定める。 
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 第１３条第２項中「組合議会」を「組合の議会」に改める。 

 

 第１４条第２項第３号中「及び救急救助に関する人件費及び」を「に関する人件

費及び運営経費等並びに救急救助に関する」に改め、同項第４号中「組合議会」を

「組合の議会」に改める。 

 

   附 則 

この規約は、平成２９年６月１日から施行する。 
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議案第５２号 

 

平成２８年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第８号） 

 

平成２８年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところ

による。 

 

（歳入歳出予算の補正) 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３６，７１０千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７，６４４，６１３千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により、

翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」によ

る。 

 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

  平成２９年３月６日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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第１表　歳入歳出予算補正

　１　歳　　入

補正前の額 補 正 額 計

1. 町 税 1,118,025 60,000 1,178,025

2. 固 定 資 産 税 536,395 53,000 589,395

5. 入 湯 税 98,370 7,000 105,370

12. 分 担 金 及 び 負 担 金 55,386 716 56,102

1. 負 担 金 55,386 △ 1,284 54,102

2. 分 担 金 0 2,000 2,000

14. 国 庫 支 出 金 551,589 △ 7,101 544,488

1. 国 庫 負 担 金 246,050 △ 2,089 243,961

2. 国 庫 補 助 金 295,952 △ 5,012 290,940

15. 道 支 出 金 393,204 △ 17,007 376,197

1. 道 負 担 金 174,382 △ 3,434 170,948

2. 道 補 助 金 204,176 △ 13,573 190,603

17. 寄 附 金 33,750 2,763 36,513

1. 寄 附 金 33,750 2,763 36,513

18. 繰 入 金 136,182 △ 40,000 96,182

1. 繰 入 金 136,182 △ 40,000 96,182

20. 諸 収 入 145,801 1,719 147,520

5. 雑 入 100,003 1,719 101,722

21. 町 債 985,313 △ 37,800 947,513

1. 町 債 985,313 △ 37,800 947,513

7,681,323 △ 36,710 7,644,613

（単位：千円）

款 項

歳 入 合 計
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　２　歳　　出

補正前の額 補 正 額 計

2. 総 務 費 444,277 △ 17,555 426,722

1. 総 務 管 理 費 415,618 △ 17,555 398,063

3. 民 生 費 1,533,966 △ 40,969 1,492,997

1. 社 会 福 祉 費 1,007,107 △ 8,635 998,472

3. 医 療 助 成 費 295,418 △ 35,000 260,418

4. 児 童 福 祉 費 126,721 1,732 128,453

5. 保 育 所 費 104,683 934 105,617

4. 衛 生 費 586,957 △ 6,795 580,162

1. 保 健 衛 生 費 119,693 5,158 124,851

4. 清 掃 費 452,420 △ 11,763 440,657

5. 公 害 対 策 費 2,538 △ 190 2,348

6. 農 林 水 産 業 費 379,795 △ 4,336 375,459

1. 農 業 費 150,901 8,375 159,276

3. 水 産 業 費 220,747 △ 12,711 208,036

7. 商 工 費 738,175 1,641 739,816

1. 商 工 費 279,465 280 279,745

2. 観 光 費 458,710 1,361 460,071

8. 土 木 費 892,579 2,976 895,555

1. 土 木 管 理 費 46,484 △ 500 45,984

2. 道 路 橋 梁 費 223,425 △ 9,850 213,575

3. 河 川 費 6,643 △ 616 6,027

5. 都 市 計 画 費 549,376 13,808 563,184

6. 住 宅 ・ 建 築 費 37,326 134 37,460

9. 消 防 費 327,458 △ 19,652 307,806

1. 消 防 費 327,458 △ 19,652 307,806

（単位：千円）

款 項
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補正前の額 補 正 額 計

10. 教 育 費 382,461 9,600 392,061

1. 教 育 総 務 費 90,100 3,994 94,094

2. 小 学 校 費 51,896 3,032 54,928

3. 中 学 校 費 57,669 1,694 59,363

4. 社 会 教 育 費 125,850 △ 320 125,530

5. 保 健 体 育 費 56,946 1,200 58,146

12. 給 与 費 1,146,208 2,200 1,148,408

1. 給 与 費 1,146,208 2,200 1,148,408

14. 予 備 費 16,458 36,180 52,638

1. 予 備 費 16,458 36,180 52,638

7,681,323 △ 36,710 7,644,613

款 項

歳 出 合 計

（単位：千円）
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第２表 繰越明許費 

款 項 事   業   名 金   額 

２ 総務費 １ 総務管理費 公有財産購入事業 6,525千円 

４ 衛生費 ４ 清掃費 
廃棄物収集運搬車輛 

整備事業 
17,420千円 

６ 農林水産 

業費 
１ 農業費 農地耕作条件改善事業 7,920千円 

６ 農林水産 

業費 
１ 農業費 伏見橋整備事業 53,717千円 

８ 土木費 ５ 都市計画費 ３・４・７海岸通整備事業 55,000千円 

10 教育費 ４ 社会教育費 高砂貝塚保存整備事業 1,122千円 

15 災害復旧費 ４ 

その他公共施

設・公用施設災

害復旧費 

その他公共施設・公用施設

災害復旧事業 
6,783千円 
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第３表 地方債補正 

１．変更                          （単位：千円） 

起債の目的 

変 更 前 変 更 後 

限度額 
起債の 

方 法 
利 率 償還の方法 限度額 

起債の 

方 法 
利率 

償還の 

方 法 

洞爺高等

学校施設

解体事業 

82,600 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

5.0 ％ 以 

内（ただ

し、利率見

直し方式

で借入れ

る資金に

ついて、利

率見直し

を行った

後におい

ては、当該

見直し後

の利率） 

政府資金

又はその他

資金とし、

その融資条

件による。 

ただし、町

財政の都合

により据置

期間及び償

還期限を短

縮し、もし

くは繰上償

還又は低利

に借換える

ことができ

る。 

58,500 同左 同左 同左 

乳幼児等

医療助成

制度拡大

事業 

18,300 同上 同上 同上 17,300 同左 同左 同左 

廃棄物収

集運搬車

輛整備事

業 

26,800 同上 同上 同上 16,500 同上 同上 同上 

海岸通整

備事業 
60,400 同上 同上 同上 58,500 同左 同左 同左 

洞爺公民

館施設解

体事業 

6,000 同上 同上 同上 5,500 同左 同左 同左 
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議案第５３号 

 

平成２８年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 

平成２８年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に

定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正) 

 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９６，８１１千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，５９４，０８０千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  平成２９年３月６日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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第１表　歳入歳出予算補正

　１　歳　　入

補正前の額 補 正 額 計

2. 国 庫 支 出 金 327,692 △ 41,753 285,939

1. 国 庫 負 担 金 234,745 △ 20,418 214,327

2. 国 庫 補 助 金 92,947 △ 21,335 71,612

3. 療 養 給 付 費 交 付 金 47,095 △ 14,884 32,211

1. 療 養 給 付 費 交 付 金 47,095 △ 14,884 32,211

4. 前 期 高 齢 者 交 付 金 412,649 25,413 438,062

1. 前 期 高 齢 者 交 付 金 412,649 25,413 438,062

5. 道 支 出 金 82,157 △ 5,808 76,349

1. 道 負 担 金 15,016 331 15,347

2. 道 補 助 金 67,141 △ 6,139 61,002

6. 共 同 事 業 交 付 金 366,998 △ 27,779 339,219

1. 共 同 事 業 交 付 金 366,998 △ 27,779 339,219

8. 繰 入 金 229,000 △ 32,000 197,000

1. 繰 入 金 229,000 △ 32,000 197,000

1,690,891 △ 96,811 1,594,080

（単位：千円）

款 項

歳 入 合 計
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　２　歳　　出

補正前の額 補 正 額 計

2. 保 険 給 付 費 1,031,760 △ 40,500 991,260

1. 療 養 諸 費 893,000 △ 35,000 858,000

2. 高 額 療 養 費 133,200 △ 5,500 127,700

3. 後期高齢者支援金等 146,281 △ 10,857 135,424

1. 後期高齢者支援金等 146,281 △ 10,857 135,424

4. 前期高齢者納付金等 99 0 99

1. 前期高齢者納付金等 99 0 99

6. 介 護 納 付 金 58,346 △ 5,402 52,944

1. 介 護 納 付 金 58,346 △ 5,402 52,944

7. 共 同 事 業 拠 出 金 374,988 △ 18,824 356,164

1. 共 同 事 業 拠 出 金 374,988 △ 18,824 356,164

11. 諸 支 出 金 333 4,999 5,332

1.
償 還 金 及 び
還 付 加 算 金

333 4,999 5,332

12. 予 備 費 30,342 △ 26,227 4,115

1. 予 備 費 30,342 △ 26,227 4,115

1,690,891 △ 96,811 1,594,080

（単位：千円）

款 項

歳 出 合 計
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議案第５４号 

 

平成２８年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

 

平成２８年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）は、次

に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正) 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１０，８００千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７９２，１７０千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

  平成２９年３月６日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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第１表　歳入歳出予算補正

　１　歳　　入

補正前の額 補 正 額 計

2. 使 用 料 及 び 手 数 料 194,751 △ 1,500 193,251

1. 使 用 料 194,540 △ 1,500 193,040

5. 繰 入 金 354,300 17,500 371,800

1. 繰 入 金 354,300 17,500 371,800

8. 町 債 161,100 △ 26,800 134,300

1. 町 債 161,100 △ 26,800 134,300

802,970 △ 10,800 792,170

（単位：千円）

款 項

歳 入 合 計
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　２　歳　　出

補正前の額 補 正 額 計

1. 公 共 下 水 道 費 345,898 △ 10,600 335,298

1. 下 水 道 管 理 費 200,419 △ 10,600 189,819

2. 公 債 費 456,075 △ 200 455,875

1. 公 債 費 456,075 △ 200 455,875

802,970 △ 10,800 792,170

（単位：千円）

款 項

歳 出 合 計
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第２表 地方債補正 

１．変更                          （単位：千円） 

起債の目的 

変 更 前 変 更 後 

限度額 
起債の 

方 法 
利 率 償還の方法 限度額 

起債の 

方 法 
利率 

償還の 

方 法 

公共下水道 

事業 
102,000 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

5.0 ％ 以 

内（ただ

し、利率見

直し方式

で借入れ

る資金に

ついて、利

率見直し

を行った

後におい

ては、当該

見直し後

の利率） 

政府資金

又はその他

資金とし、

その融資条

件による。 

ただし、町

財政の都合

により据置

期間及び償

還期限を短

縮し、もし

くは繰上償

還又は低利

に借換える

ことができ

る。 

75,200 同左 同左 同左 
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議案第５５号 

 

平成２８年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 

平成２８年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定め

るところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正) 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，９６６千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，０７５，３２５千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  平成２９年３月６日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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第１表　歳入歳出予算補正

　１　歳　　入

補正前の額 補 正 額 計

1. 介 護 保 険 料 169,534 △ 303 169,231

1. 介 護 保 険 料 169,534 △ 303 169,231

2. 国 庫 支 出 金 269,530 △ 539 268,991

2. 国 庫 補 助 金 96,762 △ 539 96,223

3. 道 支 出 金 154,576 △ 964 153,612

2. 道 補 助 金 7,313 △ 964 6,349

6. 繰 入 金 192,448 △ 160 192,288

1. 一 般 会 計 繰 入 金 172,589 △ 160 172,429

1,077,291 △ 1,966 1,075,325

（単位：千円）

款 項

歳 入 合 計
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　２　歳　　出

補正前の額 補 正 額 計

3. 地 域 支 援 事 業 費 42,765 △ 1,966 40,799

2. 包 括 的 支 援 事 業 費 30,155 △ 1,966 28,189

1,077,291 △ 1,966 1,075,325

（単位：千円）

款 項

歳 出 合 計
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議案第５６号 

 

平成２８年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号） 

 

平成２８年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）は、次に

定めるところによる。 

 

（歳入予算の補正) 

第１条 歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

予算の金額は、「第 1表 歳入予算補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の追加及び変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

  平成２９年３月６日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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第１表　歳入予算補正

　１　歳　　入

補正前の額 補 正 額 計

3. 繰 入 金 35,000 4,500 39,500

1. 繰 入 金 35,000 4,500 39,500

6. 町 債 25,200 △ 4,500 20,700

1. 町 債 25,200 △ 4,500 20,700

106,799 0 106,799

（単位：千円）

款 項

歳 入 合 計
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第２表 地方債補正 

１．変更                         （単位：千円） 

起債の目的 

変 更 前 変 更 後 

限度額 
起債の 

方 法 
利 率 償還の方法 限度額 

起債の 

方 法 
利率 

償還の 

方 法 

簡易水道

事業 
25,200 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

5.0％以内 

（ただし、

利率見直

し方式で

借入れる

資金につ

いて、利率

見直しを

行った後

において

は、当該見

直し後の

利率） 

政府資金

又はその他

資金とし、

その融資条

件による。 

ただし、町

財政の都合

により据置

期間及び償

還期限を短

縮し、もし

くは繰上償

還又は低利

に借換える

ことができ

る。 

20,700 同 左 同左 同 左 
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議案第５７号 

 

平成２８年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 

平成２８年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次

に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正) 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，３８５千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５７，０３２千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  平成２９年３月６日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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第１表　歳入歳出予算補正

　１　歳　　入

補正前の額 補 正 額 計

1.
後 期 高 齢 者 医 療
保 険 料

96,322 705 97,027

1.
後 期 高 齢 者 医 療
保 険 料

96,322 705 97,027

2. 繰 入 金 55,801 △ 2,090 53,711

1. 一 般 会 計 繰 入 金 55,801 △ 2,090 53,711

158,417 △ 1,385 157,032

（単位：千円）

款 項

歳 入 合 計
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　２　歳　　出

補正前の額 補 正 額 計

2.
後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金

151,737 △ 1,385 150,352

1.
後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金

151,737 △ 1,385 150,352

158,417 △ 1,385 157,032

（単位：千円）

款 項

歳 出 合 計
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議案第５８号 

 

平成２８年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算（第１号） 

 

第１条 平成２８年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定 

めるところによる。 

 

第２条 予算第３条収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 〈支 出〉                         （単位：千円） 

科  目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 水道事業費用 324,198 0 324,198 

 第１項 営業費用 298,033 △4,050 293,983 

 第２項 営業外費用 21,512 0 21,512 

 第３項 特別損失 1 4,050 4,051 

 第４項 予備費 4,652 0 4,652 

 

第３条 予算第４条 本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足す

る額４８，０８１千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正

する。 

〈収 入〉                         （単位：千円） 

科  目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 資本的収入 90,000 △10,600 79,400 

 第１項 企業債 61,000 △12,700 48,300 

 第２項 負担金 29,000 2,100 31,100 

 

 〈支 出〉                         （単位：千円） 

科  目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 資本的支出 137,981 △10,500 127,481 

 第１項 企業債償還金 47,981 0 47,981 

 第２項 建設改良費 90,000 △10,500 79,500 
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第４条 予算第５条に定めた企業債を次のとおり補正する。 

〈変 更〉                             （千円） 

起債の 

目 的 

変  更  前 変  更  後 

限度額 
起債の

方 法 
利率 

償還の 

方 法 
限度額 

起債の

方 法 
利率 

償還の

方 法 

上水道

事 業 
61,000 

証書

借入 

5.0%以内 

（ただし、

利率見直

し方式で

借入れる

資金につ

いて、利率

見直しを

行った後

において

は、当該見

直し後の

利率） 

政府資金又

はその他資

金とし、その

融資条件に

よる。ただ

し、町財政の

都合により

据置期間及

び償還期限

を短縮し、若

しくは繰上

償還又は低

利に借換え

ることがで

きる。 

48,300 同左 同左 同左 

 

平成２９年３月６日提出 

 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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議案第５９号 

 

平成２９年度 虻田郡洞爺湖町一般会計予算 

 

平成２９年度虻田郡洞爺湖町一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６，８５９，１９０千円と定め

る。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負

担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行

為」による。 

 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」に

よる。 

 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、１，０００，０００千円と定める。 

 

平成２９年３月６日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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第１表　歳入歳出予算

　歳　　入 （単位：千円）

金　　　額

1. 町 税 1,129,600

1. 町 民 税 375,530

2. 固 定 資 産 税 548,000

3. 軽 自 動 車 税 20,060

4. 町 た ば こ 税 89,000

5. 入 湯 税 97,010

2. 地 方 譲 与 税 64,000

1. 自 動 車 重 量 譲 与 税 43,900

2. 地 方 揮 発 油 譲 与 税 20,100

3. 利 子 割 交 付 金 700

1. 利 子 割 交 付 金 700

4. 配 当 割 交 付 金 2,000

1. 配 当 割 交 付 金 2,000

5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 250

1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 250

6. 地 方 消 費 税 交 付 金 195,000

1. 地 方 消 費 税 交 付 金 195,000

7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 900

1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 900

8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 9,400

1. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 9,400

9. 地 方 特 例 交 付 金 900

1. 地 方 特 例 交 付 金 900

款 項
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金　　　額款 項

10. 地 方 交 付 税 3,330,000

1. 地 方 交 付 税 3,330,000

11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 1,000

1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 1,000

12. 分 担 金 及 び 負 担 金 44,640

1. 負 担 金 44,640

13. 使 用 料 及 び 手 数 料 229,032

1. 使 用 料 196,799

2. 手 数 料 32,233

14. 国 庫 支 出 金 708,310

1. 国 庫 負 担 金 250,716

2. 国 庫 補 助 金 454,568

3. 委 託 金 3,026

15. 道 支 出 金 263,379

1. 道 負 担 金 174,590

2. 道 補 助 金 75,319

3. 委 託 金 13,470

16. 財 産 収 入 22,796

1. 財 産 運 用 収 入 20,266

2. 財 産 売 払 収 入 2,530

17. 寄 附 金 40,800

1. 寄 附 金 40,800

18. 繰 入 金 193,950

1. 繰 入 金 193,950

19. 繰 越 金 20,000

1. 繰 越 金 20,000
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金　　　額款 項

20. 諸 収 入 63,733

1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 12

2. 預 金 利 子 1

3. 貸 付 金 元 利 収 入 14,695

4. 受 託 事 業 収 入 1,370

5. 雑 入 47,655

21. 町 債 538,800

1. 町 債 538,800

6,859,190歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計
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　歳　　出 （単位：千円）

金　　　額

1. 議 会 費 68,060

1. 議 会 費 68,060

2. 総 務 費 289,228

1. 総 務 管 理 費 269,712

2. 徴 税 費 6,315

3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 11,580

4. 選 挙 費 255

5. 統 計 調 査 費 253

6. 監 査 委 員 費 1,113

3. 民 生 費 1,488,835

1. 社 会 福 祉 費 951,760

2. 国 民 年 金 費 37

3. 医 療 助 成 費 279,256

4. 児 童 福 祉 費 139,013

5. 保 育 所 費 118,769

4. 衛 生 費 468,064

1. 保 健 衛 生 費 185,432

2. 環 境 衛 生 費 17,401

3. 畜 犬 対 策 費 239

4. 清 掃 費 262,458

5. 公 害 対 策 費 2,534

5. 労 働 費 4,694

1. 労 働 費 4,694

款 項
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金　　　額款 項

6. 農 林 水 産 業 費 632,788

1. 農 業 費 583,597

2. 林 業 費 7,584

3. 水 産 業 費 41,607

7. 商 工 費 270,456

1. 商 工 費 61,880

2. 観 光 費 208,576

8. 土 木 費 792,999

1. 土 木 管 理 費 39,382

2. 道 路 橋 梁 費 251,247

3. 河 川 費 13,760

4. 公 園 及 び 緑 化 費 31,605

5. 都 市 計 画 費 405,844

6. 住 宅 ・ 建 築 費 51,161

9. 消 防 費 391,429

1. 消 防 費 391,429

10. 教 育 費 386,305

1. 教 育 総 務 費 85,684

2. 小 学 校 費 52,169

3. 中 学 校 費 55,621

4. 社 会 教 育 費 127,282

5. 保 健 体 育 費 65,549

11. 公 債 費 975,645

1. 公 債 費 975,645
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金　　　額款 項

12. 給 与 費 1,071,117

1. 給 与 費 1,071,117

13. 予 備 費 19,570

1. 予 備 費 19,570

6,859,190歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計
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第２表 債務負担行為 

事     項 期    間 限 度 額 

平成２９年度漁業近代化資金の

融資に伴う利子補給 

自 平成２９年度 
 

至 平成３６年度 
１３５千円  

 

第３表 地方債                        (単位：千円) 

起債の目的 限度額 
起債の 

方 法 
利 率 償 還 の 方 法 

乳 幼 児 等 医 療 

助 成 事 業 
13,000 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

5.0 ％以内 

（ただし、利率見

直し方式で借入

れる資金につい

て、利率見直しを

行った後におい

ては、当該見直し

後の利率） 

政府資金又はその他

資金とし、その融資条件

による。 

ただし、町財政の都合

により据置期間及び償

還期限を短縮し、もしく

は繰上償還又は低利に

借換えることができる。 

洞爺保育所建替

事 業 
13,600 同 上 同 上 同    上 

農 道 整 備 事 業 21,200 同 上 同 上 同    上 

漁 港 整 備 事 業 8,700 同 上 同 上 同    上 

馬鈴薯選別機貯

蔵施設整備事業 
147,900 同 上 同 上 同    上 

洞爺高校メモリア

ル公園整備事業 
6,400 同 上 同 上 同    上 

歩 道 照 明 灯  

Ｌ Ｅ Ｄ 化 事 業 
14,900 同 上 同 上 同    上 

雪 寒 機 械   

整 備 事 業 
21,100 同 上 同 上 同    上 

消 防 車 両   

整 備 事 業 
67,400 同 上 同 上 同    上 

被災者支援シス

テ ム 整 備 事 業 
4,200 同 上 同 上 同    上 

入 江 高 砂 貝 塚 

保 存 整 備 事 業 
35,000 同 上 同 上 同    上 

無 線 Ｌ Ａ Ｎ  

整 備 事 業 
5,400 同 上 同 上 同    上 

臨時財政対策債 180,000 同 上 同 上 同    上 
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議案第６０号 

 

平成２９年度 虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計予算 

 

平成２９年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 

（歳入歳出予算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，６３４，８６６千円と定め

る。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

 （一時借入金) 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定によ

る一時借入金の借入れの最高額は、４００，０００千円と定める。 

 

平成２９年３月６日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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第１表　歳入歳出予算

　歳　　入 （単位：千円）

金　　　額

1. 国 民 健 康 保 険 税 206,120

1. 国 民 健 康 保 険 税 206,120

2. 国 庫 支 出 金 324,922

1. 国 庫 負 担 金 218,217

2. 国 庫 補 助 金 106,705

3. 療 養 給 付 費 交 付 金 26,230

1. 療 養 給 付 費 交 付 金 26,230

4. 前 期 高 齢 者 交 付 金 438,062

1. 前 期 高 齢 者 交 付 金 438,062

5. 道 支 出 金 88,525

1. 道 負 担 金 18,746

2. 道 補 助 金 69,779

6. 共 同 事 業 交 付 金 331,000

1. 共 同 事 業 交 付 金 331,000

7. 財 産 収 入 1

1. 財 産 運 用 収 入 1

8. 繰 入 金 220,000

1. 繰 入 金 220,000

9. 繰 越 金 1

1. 繰 越 金 1

10. 諸 収 入 5

1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 2

2. 預 金 利 子 1

款 項
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金　　　額款 項

3. 受 託 事 業 収 入 1

4. 雑 入 1

1,634,866歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計
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　歳　　出 （単位：千円）

金　　　額

1. 総 務 費 71,325

1. 総 務 管 理 費 66,264

2. 徴 収 費 297

3. 運 営 協 議 会 費 157

4. 特 別 対 策 事 業 費 4,607

2. 保 険 給 付 費 987,544

1. 療 養 諸 費 854,784

2. 高 額 療 養 費 127,200

3. 移 送 費 20

4. 出 産 育 児 諸 費 5,040

5. 葬 祭 諸 費 500

3. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 135,424

1. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 135,424

4. 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 99

1. 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 99

5. 老 人 保 健 拠 出 金 111

1. 老 人 保 健 拠 出 金 111

6. 介 護 納 付 金 52,944

1. 介 護 納 付 金 52,944

7. 共 同 事 業 拠 出 金 372,118

1. 共 同 事 業 拠 出 金 372,118

8. 保 健 事 業 費 11,505

1. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 6,017

款 項
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金　　　額款 項

2. 保 健 事 業 費 5,488

9. 基 金 積 立 金 1

1. 基 金 積 立 金 1

10. 公 債 費 100

1. 公 債 費 100

11. 諸 支 出 金 333

1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 333

12. 予 備 費 3,362

1. 予 備 費 3,362

1,634,866歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計
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議案第６１号 

 

平成２９年度 虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計予算 

 

平成２９年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

 （歳入歳出予算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６６５，７２８千円と定める。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

（地方債) 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起

こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方

法は、「第２表 地方債」による。 

 

(一時借入金) 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最

高額は、３００，０００千円と定める。 

 

平成２９年３月６日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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第１表　歳入歳出予算

　歳　　入 （単位：千円）

金　　　額

1. 分 担 金 及 び 負 担 金 2

1. 分 担 金 1

2. 負 担 金 1

2. 使 用 料 及 び 手 数 料 195,596

1. 使 用 料 195,453

2. 手 数 料 143

3. 国 庫 支 出 金 10,881

1. 国 庫 補 助 金 10,881

4. 道 支 出 金 14,047

1. 道 補 助 金 14,047

5. 繰 入 金 405,000

1. 繰 入 金 405,000

6. 繰 越 金 1

1. 繰 越 金 1

7. 諸 収 入 1

1. 雑 入 1

8. 町 債 40,200

1. 町 債 40,200

665,728

款 項

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計
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　歳　　出 （単位：千円）

金　　　額

1. 公 共 下 水 道 費 234,596

1. 下 水 道 管 理 費 193,123

2. 下 水 道 建 設 費 41,473

2. 公 債 費 429,631

1. 公 債 費 429,631

3. 予 備 費 1,501

1. 予 備 費 1,501

665,728

款 項

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計
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第２表  地方債                     (単位：千円) 

起債の目的 限度額 
起債の 

方 法 
利 率 償 還 の 方 法 

公共下水道事業 22,900 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

5.0 ％以内 

（ただし、利率

見直し方式で借

入れる資金につ

いて、利率見直

しを行った後に

おいては、当該

見直し後の利

率） 

政府資金又はその他

資金とし、その融資条

件による。 

ただし、町財政の都

合により据置期間及び

償還期限を短縮し、も

しくは繰上償還又は低

利に借換えることがで

きる。 

資本費平準化債 17,300 同 上 同 上 同    上 
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議案第６２号 

 

平成２９年度 虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計予算 

 

平成２９年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 

（歳入歳出予算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，０７３，５７１千円と定め

る。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

平成２９年３月６日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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第１表　歳入歳出予算

　歳　　入 （単位：千円）

金　　　額

1. 介 護 保 険 料 173,000

1. 介 護 保 険 料 173,000

2. 国 庫 支 出 金 268,732

1. 国 庫 負 担 金 168,589

2. 国 庫 補 助 金 100,143

3. 道 支 出 金 156,883

1. 道 負 担 金 147,217

2. 道 補 助 金 9,666

4. 支 払 基 金 交 付 金 279,051

1. 支 払 基 金 交 付 金 279,051

5. 財 産 収 入 129

1. 財 産 運 用 収 入 129

6. 繰 入 金 195,719

1. 一 般 会 計 繰 入 金 175,216

2. 基 金 繰 入 金 20,503

7. 繰 越 金 1

1. 繰 越 金 1

8. 諸 収 入 56

1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 2

2. 預 金 利 子 1

3. 雑 入 53

1,073,571

款 項

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計
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　歳　　出 （単位：千円）

金　　　額

1. 総 務 費 37,221

1. 総 務 管 理 費 27,459

2. 介 護 認 定 審 査 会 費 9,526

3. 運 営 協 議 会 費 77

4. 計 画 策 定 委 員 会 費 159

2. 保 険 給 付 費 971,705

1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 849,230

2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 30,455

3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 25,000

4. 高額医療合算介護サービス等費 3,000

5. 特定入所者介護サービス等費 63,220

6. そ の 他 諸 費 800

3. 地 域 支 援 事 業 費 62,976

1. 介護予防・生活支援サービス事業費 24,903

2. 包 括 的 支 援 事 業 費 38,073

4. 基 金 積 立 金 129

1. 基 金 積 立 金 129

5. 諸 支 出 金 151

1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 151

6. 予 備 費 1,389

1. 予 備 費 1,389

1,073,571

款 項

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計
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議案第６３号 

 

平成２９年度 虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計予算 

 

平成２９年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 

（歳入歳出予算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０６，７９３千円と定める。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

（地方債) 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起

こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方

法は、「第２表 地方債」による。 

 

(一時借入金) 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最

高額は、１００，０００千円と定める。 

 

平成２９年３月６日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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第１表　歳入歳出予算

　歳　　入 （単位：千円）

金　　　額

1. 分 担 金 及 び 負 担 金 151

1. 負 担 金 151

2. 使 用 料 及 び 手 数 料 40,635

1. 使 用 料 40,584

2. 手 数 料 51

3. 繰 入 金 38,000

1. 繰 入 金 38,000

4. 繰 越 金 1

1. 繰 越 金 1

5. 諸 収 入 9,406

1. 雑 入 9,406

6. 町 債 18,600

1. 町 債 18,600

106,793

款 項

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計
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　歳　　出 （単位：千円）

金　　　額

1. 総 務 費 9,818

1. 総 務 管 理 費 9,818

2. 簡 易 水 道 施 設 費 40,954

1. 施 設 管 理 費 12,954

2. 簡 易 水 道 建 設 費 28,000

3. 公 債 費 54,780

1. 公 債 費 54,780

4. 予 備 費 1,241

1. 予 備 費 1,241

106,793

款 項

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計
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第２表  地方債                     (単位：千円) 

起債の目的 限度額 
起債の 

方 法 
利 率 償 還 の 方 法 

簡 易 水 道 事 業 18,600 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

5.0 ％以内 

（ただし、利率

見直し方式で借

入れる資金につ

いて、利率見直

しを行った後に

おいては、当該

見直し後の利

率） 

政府資金又はその他

資金とし、その融資条

件による。 

ただし、町財政の都

合により据置期間及び

償還期限を短縮し、も

しくは繰上償還又は低

利に借換えることがで

きる。 
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議案第６４号 

 

平成２９年度 虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計予算 

 

平成２９年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

（歳入歳出予算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５９，７０６千円と定める。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

平成２９年３月６日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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第１表　歳入歳出予算

　歳　　入 （単位：千円）

金　　　額

1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 103,701

1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 103,701

2. 繰 入 金 56,001

1. 一 般 会 計 繰 入 金 56,001

3. 繰 越 金 1

1. 繰 越 金 1

4. 諸 収 入 3

1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 2

2. 雑 入 1

159,706

款 項

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計
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　歳　　出 （単位：千円）

金　　　額

1. 総 務 費 4,813

1. 総 務 管 理 費 4,031

2. 徴 収 費 782

2. 後期高齢者医療広域連合納付金 154,514

1. 後期高齢者医療広域連合納付金 154,514

3. 諸 支 出 金 150

1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 150

4. 予 備 費 229

1. 予 備 費 229

159,706

款 項

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計
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議案第６５号 

 

平成２９年度 虻田郡洞爺湖町水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 平成２９年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計の予算は次に定めるところによ

る。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は次のとおりとする。 

⑴ 給 水 戸 数                ３，８７０戸 

⑵ 年間総給水量                  ９７０千㎥ 

⑶ １日平均給水量         ２，６５７㎥ 

⑷ 主要な建設改良事業  

(ｱ) 配水管移設事業        ８，１００千円 

    

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。 

 （収  入） 

第 １ 款 水 道 事 業 収 益          ３８９，２０１千円 

 第 １ 項 営 業 収 益  ２０９，８８０千円 

 第 ２ 項 営 業 外 収 益  １７９，３２０千円 

 第 ３ 項 特 別 利 益       １千円 

 

（支  出） 

第 １ 款 水 道 事 業 費 用  ３８９，２０１千円 

 第 １ 項 営 業 費 用  ３６６，２０７千円 

 第 ２ 項 営 業 外 費 用   １７，９５７千円 

 第 ３ 項 特 別 損 失 １千円 

 第  ４  項 予 備 費  ５，０３６千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。 

（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額５１，１９７千円は過年度分

損益勘定留保資金で補てんするものとする。） 

 （収  入） 

第 １ 款 資 本 的 収 入           ２０，８００千円 

 第 １ 項 企 業 債           ２０，８００千円 
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（支  出） 

第 １ 款 資 本 的 支 出          ７１，９９７千円 

  第 １ 項      企 業 債 償 還 金         ５１，１９７千円 

  第 ２ 項      建 設 改 良 費         ２０，８００千円 

 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

                               （単位：千円） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

上水道事業 20,800 証書借入 

5.0％以内 

（ただし、利率

見直し方式で借

入れる資金につ

いて、利率見直

しを行った後に

おいては、当該

見直し後の利

率） 

政府資金又はその

他資金とし、その融

資条件による。ただ

し、町財政の都合に

より据置期間及び償

還期限を短縮し、も

しくは繰上償還又は

低利に借換えること

ができる。 

 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、５０，０００千円と定める。 

 

（議会の議決を経なければ流用することができない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流

用し、又は、それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

⑴  職員給与費     ２３，８７９千円 

 

（たな卸資産の購入限度額） 

第８条 たな卸資産の購入限度額は、７，９３９千円と定める。 

                

平成２９年３月６日提出  

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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